
職場の安全衛生自主点検表（事業場規模 50 人以上） 

 

事 業 場 名  従業員数             人 

点 検 年 月 日 平成  年  月  日 点 検 者 氏 名                          印 

 
１.  この点検表は、安全衛生管理体制、安全衛生教育、作業の安全管理等について自主的にチェックし、労働災

害防止上問題のある事項を見つけて改善するためのものです。 

 

2. 点検項目 

各項目の（ ）内に記載したものは、陸上貨物運送事業労働災害防止規程の該当条文ですが、労働安全衛生

関係法令でも義務付けられています。この条項を参照して職場の点検をしてください。 

 

点  検  項  目 

1. 安全衛生管理体制（第 4 条～第 7 条）   

 (1) 総括安全衛生管理者の選任（規模 100 人以上）  

 (2) 安全管理者の選任（規模 50 人以上） 

 (3) 衛生管理者の選任（規模 50 人以上） 

 (4) 産業医の選任（規模 50 人以上） 

 (5) 安全衛生管理規程の作成 

 (6) 安全衛生管理計画の作成 

□している 

□している 

□している 

□している 

□している 

□している 

□していない 

□していない 

□していない 

□していない 

□していない 

□していない 

2. 安全衛生委員会等の安全衛生協議組織の設置状況（第 10 条） 

(1) 設置しているか  

(2) 開催状況 

□いる 

□毎月 

□いない 

□その他 

3. 安全衛生教育の実施状況   

 (1) 雇入れ時の教育（第 12 条） 

 (2) 作業内容変更時の教育（第 12 条） 

 (3) 腰痛予防のための担当管理者教育（第 11 条、第 21 条） 

 (4) 腰痛予防のための作業従事者教育（第 11 条、第 21 条） 

□行っている 

□行っている 

□受けている 

□行っている 

□行っていない 

□行っていない 

□受けていない 

□行っていない 

4. 荷役運搬作業の安全対策   

 (1) 作業計画の作成（第 23 条） 

 (2) 車両系荷役運搬機械等作業指揮者の選任（第 9 条） 

 (3) 積卸し作業指揮者の選任（第 9 条） 

 (4) 主な作業についての安全作業マニュアルの整備（第37条）

 (5) 作業開始前点検（第 34 条） 

  ア． 貨物自動車 

  イ． フォークリフト 

  ウ． ショベルローダー 

  エ． 移動式クレーン 

  オ． コンベヤー 

  カ． 器具・用具 

□している 

□している 

□している 

□している 

 

□している 

□している 

□している 

□している 

□している 

□している 

□していない 

□していない 

□していない 

□していない 

 

□していない 

□していない 

□していない 

□していない 

□していない 

□していない 



 (6) 定期自主検査（第 33 条） 

  ア. フォークリフト 

  イ． ショベルローダー 

  ウ． 移動式クレーン 

 (7) 危険作業従事資格者 

  ア. フォークリフト（第 48 条） 

  イ． ショベルローダー（第 48 条） 

  ウ． 移動式クレーン（第 53 条） 

  エ． はい作業（第 63 条） 

  オ． 玉掛け作業（第 56 条） 

 (8) 安全着装 

  ア． 保護帽の着用（第 31 条） 

  イ． 安全靴の使用(第 30 条) 

 

□している 

□している 

□している 

 

□いる 

□いる 

□いる 

□いる 

□いる 

 

□している 

□している 

 

□していない 

□していない 

□していない 

 

□いない 

□いない 

□いない 

□いない 

□いない 

 

□していない 

□していない 

5. 交通労働災害防止対策（第 71 条）   

 (1) 交通労働災害防止のための管理体制 

  ア． 交通労働災害防止規程 

  イ． 運行管理者 

  ウ． 交通労働災害防止担当管理者 

  エ． 交通労働災害防止対策を調査審議する委員会 

  オ． 交通労働災害防止のための推進計画 

 (2) 適正な労働時間等の管理 

  ア． 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 

 

  イ.  ３６協定について 

 

 (3) 走行管理 

  ア． 書面による走行の指示 

  イ． 点呼の実施－乗務前点呼 

        〃   －中間点呼 

        〃    － 乗務後点呼 

  ウ． 点検の実施 

  エ. 乗務記録の作成・内容確認 

  オ． 問題がある場合の指導 

 

 (4) 交通労働災害防止のための教育・訓練 

  ア． 交通労働災害防止担当管理者に対する教育 

  イ． 運転業務従事者に対する教育 

 

□作成している 

□選任している 

□選任している 

□設置している 

□作成している 

 

□知っている 

□守っている 

□協定している 

□守っている 

 

□行っている 

□行っている 

□行っている 

□行っている 

□行っている 

□行っている 

□行っている 

 

 

□受けている 

□実施している 

 

□作成していない 

□選任していない 

□選任していない 

□設置していない 

□作成していない 

 

□知らない 

□守っていない 

□協定していない 

□守られないことがある 

 

□行っていない 

□行っていない 

□行っていない 

□行っていない 

□行っていない 

□行っていない 

□行っていない 

 

 

□受けていない 

□実施していない 

6． 健康管理 

 (1) 雇入れ時の健康診断（第 79 条） 

 

 

 (2) 毎年１回以上の定期健康診断（第 79 条） 

 

 

 (3) 深夜の運転業務従事者に対する 

     ６カ月以内に１回の定期健康診断（第 79 条） 

 

 (4) 健康の保持増進対策（健康づくり）（第 83 条） 

 (5) 快適職場の形成対策（第 22 条） 

 

□全員実施している 

□一部実施していない者もいる 

□全員実施していない 

□全員実施している 

□一部実施していない者もいる 

□全員実施していない 

□全員実施している 

□一部実施していない者もいる 

□全員実施していない 

□実施している    □実施していない 

□推進に努めている □推進に努めていない




